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この規程は、近畿大学人権問題研究所紀要への投稿に関する取扱事項を定めた

ものである。

１．投稿者は、原則として近畿大学人権問題研究所専任教員、兼任教員とする。

ただし、紀要委員会が特に依頼したものについては、この限りではない

（本学の非常勤講師及び部外の者等）。その場合は、専任教員を通じて原稿

を提出する。

２．原稿は独創的かつ学問上価値のあるもので、その内容については、著者が

責任を負う。

３．原稿は次の区分に添う内容のものとする。区分は、（1）論文、（2）評論、（3）

書評、（4）研究ノート、その他とし、投稿者がこれらの区分を明記する。

４．紀要委員会（以下「委員会」という）は、投稿原稿の掲載の適否を判断す

るため、審査を行う。また、委員会は、投稿者に対し原稿内容と区分につ

いての補筆や修正を求めることができる。

５．紀要委員長は、審査委員を委嘱し、投稿原稿の査読を依頼することができ

る。

６．原稿は原則として未公刊のものに限る。

７．原稿の長さは原則として、日本語論文では刷り上がり 20 ページ、英語論

文では 8000 語以内を目安とする。刷り上がりは、Ａ５判・横書き、日本

語論文では、１ページあたり 35 字 26 行を原則とする。

８．原稿の締切日は、毎年１月 10 日の１回とし、これを厳守する。

９．投稿の申し込みは締め切り 3 ヵ月前から受け付け、テーマ、原稿区分、簡

単な要旨からなる申込書を提出し、原稿は、募集期間中（原稿の締め切り

１ヵ月前から締め切り日まで） に紀要委員に提出する。
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10．原稿の提出日をもって原稿受理日とする。

11．執筆者の校正は２回までとする。内容および図表などの大幅な変更、追加

は原則として認めない。

12．紀要に投稿した原稿の著作権は、著作者に帰属する。

13．紀要刊行後の原稿は、冊子体以外の媒体（近畿大学学術情報リポジトリ等）

で公開されることがあることを承諾のうえ投稿するものとする。ただし、

電子媒体での公開・非公開およびその範囲については、原稿提出時に、委

員会にその旨意思表示を行うものとする。

附則

この規程は、平成 22 年４月１日より施行する。
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